
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき 

厚生労働大臣が定める掲示事項等」に基づく掲示 

「特別の療養環境の提供について」(個室料金) 
 
■当院では、館内に個室、２人室を設けております。その差額料金は下記の表

の通りです。 

■個室、２人室の利用をご希望の方は、入院前にお申し出ください。 

 

種類 病室番号 料金[税込]／１日あたり 

特室 207・311・409 16,500円 

個室Ａ 204・205・206 

208・209・210 

 

13,200円 

個室Ｂ 212・213・21４ 

215・407・408 

 

8,800円 

個室Ｃ 309・410 5,500円 

２人室Ｄ 405・406 3,300円 

２人室Ｅ 304・305・306・307 

308・411・412 

 

2,750円 

 

「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき 

厚生労働大臣が定める掲示事項等」に基づく掲示 

「通算の入院期間(他の病院・診療所を含む)が、 

１８０日を超えた日以降の入院における 

選定療養費」の徴収について 
 
■通算１８０日を超えて入院されている患者さんに対して、当院では下記の選

定療養費を徴収させていただきます。 

■当院は、救急車を受け入れる急性期病院(二次救急告示病院)であり、長期

療養を目的とした病院ではありません。次の方の命を救うため、病床の適正

利用にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

一般病棟入院基本料 

(１０対１ 入院基本料) 

１日につき 

２,０００円(税込) 
. 

 
●担当部門／医事サービス課 ●掲示開始日／２０２４年６月１日 ●掲示終了日／変更の日まで ●事務部長承認済 (検印省略) 


